
 
広
島
西
飛
行
場
の
ヘ
リ
ポ
ー
ト
化
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日 

広
島
県
知
事 

湯

﨑

英

彦 

広
島
県
規
則
第
七
十
五
号 

 
 
 

広
島
西
飛
行
場
の
ヘ
リ
ポ
ー
ト
化
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則 

 

（
広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

目
次
中
「
広
島
西
飛
行
場
事
務
所
」
を
「
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
管
理
事
務
所
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
四
条
土
木
総
務
課
の
項
第
五
号
中
「
広
島
県
広
島
西
飛
行
場
事
務
所
」
を
「
広
島
県
広
島
へ
リ
ポ

ー
ト
管
理
事
務
所
」
に
、
同
条
空
港
振
興
課
の
項
第
五
号
中
「
広
島
県
広
島
西
飛
行
場
」
を
「
広
島
県
広

島
へ
リ
ポ
ー
ト
」
に
改
め
る
。 

「
第
六
款 

広
島
西
飛
行
場
事
務
所
」
を
「
第
六
款 
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
管
理
事
務
所
」
に
改
め
る
。 

第
百
二
十
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

広
島
県
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
（
以
下
「
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
」
と
い
う
。
）
の
管
理
運
営
等
を
行
う
た
め
、

広
島
県
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
管
理
事
務
所
（
以
下
「
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
管
理
事
務
所
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

同
条
第
二
項
中
「
広
島
西
飛
行
場
事
務
所
」
を
「
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
管
理
事
務
所
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
百
二
十
五
条
本
文
中
「
広
島
西
飛
行
場
事
務
所
」
を
「
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
管
理
事
務
所
」
に
、
同
条

第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
広
島
西
飛
行
場
」
を
「
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、

同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
五
号
を
削
る
。 

 

（
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

目
次
中
「
広
島
西
飛
行
場
長
」
を
「
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
管
理
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
条
中
「
広
島
県
大
阪
情
報
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
広
島
県
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
管
理
事
務
所
」
を

加
え
る
。 

第
二
十
二
条
の
見
出
し
中
「
広
島
西
飛
行
場
長
」
を
「
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
管
理
事
務
所
長
」
に
、
同
条

本
文
中
「
広
島
県
広
島
西
飛
行
場
長
」
を
「
広
島
県
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
管
理
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
条

第
一
号
中
「
（
広
島
西
飛
行
場
の
制
限
表
面
上
に
出
る
物
件
の
設
置
承
認
基
準
（
平
成
七
年
広
島
県
告
示

第
三
百
九
十
三
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
物
件
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
の
二

中
「
広
島
県
広
島
西
飛
行
場
条
例
（
平
成
五
年
広
島
県
条
例
第
二
十
九
号
）
」
を
「
広
島
県
広
島
へ
リ
ポ

ー
ト
条
例
（
平
成
二
十
三
年
広
島
県
条
例
第
二
十
八
号
）
」
に
、
同
号
㈢
中
「
飛
行
場
」
を
「
ヘ
リ
ポ
ー

ト
」
に
、
同
号
㈣
中
「
航
空
機
」
を
「
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
」
に
、
同
号

中
「
制
止
」
を
「
中
止
」
に
、
同

条
第
二
号
中
「
広
島
県
広
島
西
飛
行
場
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
広
島
県
規
則
第
七
十
八
号
）
」
を
「

広
島
県
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
広
島
県
規
則
第
七
十
四
号
）
」
に
改
め
、
同

号
㈠
及
び
㈡
を
削
り
、
同
号
㈢
中
「
第
四
条
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
同
号
㈢
を
同
号
㈠
と
し
、
同
号



㈣
中
「
第
七
条
」
を
「
第
五
条
」
に
、
「
飛
行
場
」
を
「
ヘ
リ
ポ
ー
ト
」
に
改
め
、
同
号
㈣
を
同
号
㈡
と

し
、
同
号
㈤
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
㈤
を
同
号
㈢
と
し
、
同
号
㈥

中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
㈥
を
同
号
㈣
と
し
、
同
号
㈦
中
「
第
九
条

第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
㈦
を
同
号
㈤
と
し
、
同
号
㈧
中
「
第
九
条
第
四
項
」
を

「
第
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
㈧
を
同
号
㈥
と
し
、
同
号
㈨
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
号
㈨
を
同
号
㈦
と
し
、
同
号
㈩
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
、

「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
㈩
を
同
号
㈧
と
し
、
同
号

中
「
第
十
条
第

三
項
」
を
「
第
九
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号
㈨
と
し
、
同
号

中
「
第
十
条
第
六
項
」
を
「

第
九
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号
㈩
と
し
、
同
号

中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
」
に
、
「

及
び

」
を
「

及
び

」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、

同
号

中
「
第
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
条
第

三
号
中
「
広
島
県
広
島
西
飛
行
場
運
用
規
程
（
平
成
五
年
広
島
県
告
示
第
千
七
十
号
）
第
六
条
」
を
「
広

島
県
広
島
へ
リ
ポ
ー
ト
運
用
規
程
（
平
成
二
十
四
年
広
島
県
告
示
第
八
百
六
十
一
号
）
第
四
条
」
に
改
め
、

同
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

 
 

五 

前
渡
資
金
の
範
囲
内
に
お
け
る
支
出
の
原
因
と
な
る
契
約
そ
の
他
の
行
為 

（
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
広
島
県
規
則
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
号
ロ
の
表
飛
行
場
長
及
び
航
空
管
理
監
の
項
を
削
る
。 

（
建
設
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
係
る
情
報
の
公
表
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

建
設
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
係
る
情
報
の
公
表
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
広
島
県
規
則
第

六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
中
「
広
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
の
地
方

機
関
」
の
下
に
「
（
以
下
「
地
方
機
関
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、 

「 

建
設
工
事
入
札
契

約
情
報
広
島
西
飛

行
場
事
務
所
閲
覧

所 

 

広
島
県
広
島
西
飛

行
場
事
務
所 

 

 

」 



 
を に

改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「 
建
設
工
事
入
札
契

約
情
報
広
島
へ
リ

ポ
ー
ト
管
理
事
務

所
閲
覧
所 

 

広
島
県
広
島
へ
リ

ポ
ー
ト
管
理
事
務

所 

 

第
二
条
及
び
第
三
条
第
二
項

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に

よ
り
作
成
し
た
資
料
の
う
ち

中
欄
に
掲
げ
る
地
方
機
関
に

お
い
て
契
約
の
事
務
を
行
う

公
表
対
象
工
事
に
係
る
も
の

並
び
に
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
入
札
契
約
担
当
職
員

が
定
め
、
又
は
作
成
し
た
資

料 

」 

 


